
広
島
県
告
示
第
七
百
四
十
号 

次
の
建
設
業
者
（
以
下
「
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
た

め
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
当
該
業
者
の
許
可
を
取
り
消
す
。 

 
 

令
和
六
年
七
月
二
十
九
日 

広
島
県
知
事  
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彦 

 

Ｈ
Ｐ
Ｊ
株
式
会
社 

商
号
又
は
名
称 

小 
銀 

 

克 

彦 
代
表
者
氏
名 

福
山
市
入
船
町
二
丁
目
八
番
一
一
号 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 


